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　　ふるさと創生室　℡ 22-3648

　日頃から、ハザードマップ等を確認していただき、災害時には安全な場所（自治

体の指定する避難所だけでなく市外等を含む親戚、知人宅等）に避難する準備をし

ておきましょう。

　防災情報等が受け取れる有田市公式LINEを開始しました。詳細はP.12広報裏

表紙をご覧ください。

　　新型コロナワクチン接種推進室　℡82-5360

　６月18日現在、250通を超える

ご応募をいただいています！

　あなたの写真がホームページや

広報ありだ、フォトブックに掲載さ

れるかも？！皆さんの素敵なワン

ショットをぜひご応募ください！

詳しくはこちら！ 有田市公式 Instagram

一緒に有田市の魅力発信をしませんか？

　　避難警戒レベルが変わりました！　避難指示で必ず避難を！！　 　　　　　　　　　　防災安全課　℡ 22-3721

＃アリだな有田市　写真募集中！ 新型コロナワクチン接種

問 問

問

●『ワクチン接種クーポン券』の発送

◇令和3年度中に64歳～12歳になる方に

　　　　接種クーポン券の発送を開始しています。

６月下旬から７月初旬にかけて発送いたします

ので、お手元に届くまでしばらくお待ちください。

●ＬＩＮＥ予約を導入します

　集団接種や一部の医療機関でＬＩＮＥ予約を導

入します。24時間365日の予約が可能となります

のでご活用ください。

※混乱を避けるため、ＬＩＮＥ予約にご協力をお願

　いします。（電話もお受けします。）

※各医療機関の予約方法等、詳しくは接種クーポ

　ン券と一緒に届くチラシをご覧ください。

【ワクチンの有効利用と円滑な予約のために】

・複数の接種機関への重複予約はしないでください。

・電話予約は各医療機関の受付時間内にお願いします。

詳しくはこちら
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Arida Information
～有田市からのおしらせ～

人口・世帯数
【令和3年 6月 1日現在】

人口　26,966人（前月比-46人）
男　12,816人　女　14,150人
世帯数　11,720戸

受付時間　８時～９時
すべて無料です！

実施日 健診場所 申込締切日

７月29日（木）

９月 4 日（土）

９月28日（火）

７月16日（金）

８月20日（金）

９月15日（水）

福祉館なごみ

保健センター

保健センター

　　令和３年度　国民健康保険税　 　　健康課　℡ 22-3506問

　　令和3年度国民健康保険税納税通知書を7月中旬にお届けします。
　　今年度は「基礎控除」と「軽減判定基準」が変更になりました。

　個人所得課税の見直し（給与所得控除や公的年金等所得から基礎控除へ10万円の振替等）に伴い、

一定の給与所得者等が２人以上いる世帯は、当該見直し後において国民健康保険の軽減措置に該当しに

くくなることから、現行と同水準とするため、以下の変更となりました。

※①一定の給与所得者（給与収入が55万円を超える方）と公的年金所得者（公的年金等の収入が60万円を

　超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方）の合計の数。

※②同じ世帯中の後期高齢者医療の被保険者も含む。

R2（軽減判定基準）
軽減率

７割

５割

２割

基礎控除（33万円）　以下

基礎控除（33万円）
　＋28.5万円×被保険者数※①
　　　　　　　　　　　　　以下

基礎控除（33万円）　　
　＋52万円×被保険者数※①
　　　　　　　　　　　　　以下

軽減基準所得金額

R3（軽減判定基準）
軽減率

７割

５割

２割

基礎控除（43万円）＋28.5万円×被保険者数※②
　＋10万円×（給与所得者等の数－１）※①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下

基礎控除（43万円）　　
　＋10万円×（給与所得者等の数－１）※①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下

基礎控除（43万円）＋52万円×被保険者数※②
　＋10万円×（給与所得者等の数－１）※①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下

軽減基準所得金額


